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班名  役職 代理順         担当 

 本部長  連合町会会長 

 

副本部長   

１ 連合町会副会長 

２ 社会福祉協議会会長 

総務班 班長 ３ 防災リーダー隊長 

情報班 班長 ４ MCA 無線担当者 

避難誘導班   ※活動は、各町会毎に行う。 

消火班   ※活動は、各町会毎に行う 

避難所運営班   ※担当は、避難行動の収束後に本部長が調整 

 する。 

 
 町会名 町会本部長           副本部長 

総務情報担当 初期消火担当 救出救護担当 避難誘導担当 

第 1 町会 町会長 地域社会福祉協

議会 

町会班長 

防災リーダー 

（救出） 

青少年指導部 

防災リーダー 

（救護） 

連合女性部 

女性会 

町会班長 

防災リーダー 

民生・児童委

員協議会 

PTA 

第 2～１１

町会 

同上 同上 同上 同上 同上 

 

大正区南恩加島地域 

地区防災計画 

南恩加島地域まちづくり実行委員会 
 

― 令和 3 年 1 月作成 ― 
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我が国の防災計画は、国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と

地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画があり、それぞれのレベルで防災

活動が実施されています。 

 東日本大震災の教訓を踏まえて、平成 25 年の災害対策基本法改正では、自助及

び共助に関する規定がいくつか追加され、防災計画体系の中に、地域コミュニティ

における共助の推進のために「地区防災計画制度」が新たに創設されました。(平成

26 年 4 月 1 日施行) 

 同制度は市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的

な防災活動に関する計画ですが、市町村地域防災計画の中に同計画が規定されるこ

とによって、市町村地域防災計画に基づく防災活動と地区防災計画に基づく防災活

動とが連携して、共助の強化により地域の防災力を向上させることを目的としてい

ます。(災害対策基本法第 42 条の 2) 

 

 

 

(1) この計画は、地域の皆さんが災害時に活動する際に、活用するものです。 

  災害時は、周囲の状況をよく確認し、自らの安全を確保し、無理をせず、自分 

  たちのできる範囲で活動を行うことが大前提です。 

 (2) 皆さんの災害時の活動をより効果的にするため、これまでに各地域で取り 

   組まれた優良事例を参考にし、この地区防災計画書を作成しました。  

 (3) しかし、この地区防災計画書に記載している内容は完全ではありません。 

   防災訓練を実施して繰り返し検証し、より地域に適した計画になるように見直し 

   ていきましょう。 

 

 

 

2.南恩加島地域防災計画の作成について 

1.地区防災計画とは 
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 (1)基本方針（目的） 

  この計画は、南恩加島地域の住民で構成される自主防災組織による防災・減災活 

動に必要な事項を定め、「自助」と「共助」とが一体となって、地震などの災害に 

よる人的、物的被害を最小限にとどめることを目的とします。 

  

 (2)活動目標 

    「自助」と「共助」を基本とし、南恩加島地域の自主防災活動を実践するため、 

自主防災組織の各担当及び地域住民により防災訓練を年 1 回以上実施します。 

   また、南恩加島地域の住民が、自分たちで防災活動のあり方を考え、お互いに 

協力し、継続的に自主防災活動を実践していくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.基本的な考え方 
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 市災害対策本部 

 

地域本部 

 

地域情報の収集、伝達 

総務班 

 

町会本部（各町会） 

 各消火班 

町会本部長 

各救出救護班 

各情報班 各避難誘導班 

【※南恩加島小学校では、地域本部の本部長、副本部長、総務班は、 

  それぞれ避難所本部の本部長、副本部長、総務部を兼務する。】 

 

各災害時避難所（南恩加島小学校） 

 

避難所本部 

総務部 

避難所担当職員 

（区・市から派遣） 

・学校園での学校施設管理者 

・保護者に引き渡すまでの児童生徒の  

 安全確保の責任者 

南恩加島小学校長 

本部長・副本部長※ 

区災害対策本部 

凡例 

…情報伝達 

…指示 

避難所情報の収集、伝達 

管理部 

避難者担当 避難者の受け入れ 

施設担当 安全点検・トイレ確保 

救護部 傷病者、要配慮者への対応 

食料・物資部 備蓄物資活用、水確保 

4．南恩加島地域防災活動体制図 
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(1)南恩加島地域・地域災害対策本部の班編成 

 なお、役員がそろわない場合は、下表※の順で本部長を代理し、本部を立ち上げる。 

(2)南恩加島地域・避難所本部（南恩加島小学校）の編成 

※南恩加島小学校では、地域本部長、副本部長、総務班が、それぞれ避難所本部

長、副本部長、総務部を兼任する。 

                      

 

班名 役職 代理順 地域団体役職名 

 

本部長  地域まちづくり実行委員会委員長 

副本部長   
1 災害救助部長 

2 災害救助副部長 

総務班 

班長 

（MCA 

無線を担当 

する。） 

3 災害救助部長 

部名 役職 代理順 地域団体役職名 

 

本部長 

（※） 
 地域まちづくり実行委員会委員長 

副本部長 

（※）   

1 災害救助部長 

2 災害救助副部長 

総務部 
部長 

（※） 
3 防災リーダー隊長 

管理部（避難者担当） 部長  第 1 ブロック長（1、2、4、16 町会） 

管理部（施設担当） 部長  第 2 ブロック長（3、5、6、7 町会） 

救護部 部長  第 3 ブロック長（8、9、10、11 町会） 

食糧・物資部 部長  第 4 ブロック長（12、13、14、15 町会） 

5.防災活動の体制 
 



 

6 

 

(3)南恩加島地域・町会本部の班編成 

 

 

(4)防災活動の内容 

 場所    班名（部名）   平常時の役割   災害時の役割 

地 

域 

本 

部 

・ 

避

難

所

本

部 

 南

恩

加

島 

 小 

 学 

 校 

地域本部総務班・ 

避難所本部総務部 

全体調整、 

要配慮者の把握、支

援体制の構築 

全体調整、 

被害・避難状況の把握 

情報収集、共有、伝達 

避難所本部管理部 

（避難者担当） 

避難者受入れルール

の検討 

避難者の受入、 

避難所での傷病者対応 

避難所本部管理部 

（施設担当） 

避難所運営ルールの

検討 

避難所内安全点検、 

災害トイレ準備 

避難所本部救護部 

救護コーナー物品の

点検、応急手当の知

識及び技術の習得 

負傷者等の救護活動、要

配慮者への対応 

避難所本部食糧・物資部 

資機材・備蓄物資の

点検、個人備蓄の啓

発 

炊き出し、給食給水、 

救援物資の確保、配分 

町

会 

本 

部 

 各 

 町    

 会 

消火班 器具点検、防災広報 初期消火活動 

救出救助班 
知識、技術習得、 

資機材整備、管理 

負傷者等の救出救護 

活動 

情報班 
防災関連情報の 

収集、共有 
被災情報の収集、伝達 

避難誘導班 
一時集合場所、 

避難所等の確認 

地区内居住者等の避難

誘導活動 

町会名 町会本部長 
各班（※） 

情報班 消火班 救出救護班 避難誘導班 

第 1 町会～ 

第 16 町会 
町会長 

防災委員 

防災リーダー 
防災リーダー 防災リーダー 

防災委員 

防災リーダー 
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(5)本部の設置場所、災害時施設等 

＊福祉避難所への入所の流れ 

 ・避難者は、一旦、災害時避難所へ避難する。 

 ・災害時避難所に専用の窓口を設置し、区職員、地域包括支援センター及び居宅

介護支援事業者の専門職が、福祉避難所等への入所を判定する。 

 ・福祉避難所への入所が必要な場合は、区災害対策本部に連絡する。 

 ・区災害対策本部は福祉避難所等への受入を要請し、入所を調整する。 

 ・必要に応じてボランティア等の協力を得て福祉避難所への搬送を行う。 

 

  

●地域本部の設置場所 
南恩加島小学校（2 階図工室） 

（※津波の来襲が想定される場合は、上階に設置） 

●災害時避難所 

【災害により住居を 

 滅失した方の生活の場】 

南恩加島小学校 

 

●広域避難場所 

【大規模火災からの避難 

 場所】 

千島公園 

●福祉避難所  

●防災行政無線保管場所 

（MCA 無線機#1279） 
南恩加島地域災害救助部長 

●デジタル簡易無線機  

●可搬式ポンプ設置場所 

① 南恩加島公園 

② 南恩加島西公園 

③ 南恩加島児童遊園 
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(6)災害時避難所の鍵の保管者 

施設名 保 管 者 

南恩加島小学校 

南恩加島地域まちづくり実行委員会委員長 

南恩加島町会連合会第 6 町会長 

南恩加島町会連合会第 7 町会長 

 

(7)南恩加島地域内・災害時サポーター 

災害時サポーターとは、災害発生時に事業所等（会社や店舗）の人的・物的資源を活用

し、地域における被災者の支援や復興などを推進する災害ボランティア制度です。 

地域において多大な被害が発生し、早急な対応が必要となる場合に、自らの従業員や施設

の安全を確保のうえ、自主的に可能な範囲でのご協力をお願いしています。 

 

 

 

災害時サポーター名 所在地 協力内容 

大正技建株式会社 南恩加島 4-6-20 

被災者の救助や救護 

技術や資機材の提供 

保有施設の開放 

有限会社輪野機器製作所 南恩加島 5-8-12 

一時・短期的な人員の派遣。 

1 トントラック 1 台貸出 

一部施設の提供 

阪神精器株式会社 南恩加島 4-4-53 
フォークリフト 1 台 

トラック 2 台の提供 

株式会社木幡計器製作所 南恩加島 5-8-6 被災者の救助や救護 

大和化学工業株式会社 南恩加島 5-8-6 被災者の救助や救護 

大阪製鐵株式会社 

大阪恩加島工場 
南恩加島 1-9-3 

被災者の救助や救護・保有施設

の開放 

株式会社エス・ケイエンジニア

リング 
南恩加島 4-4-53 

被災者の救助や救護・技術や 

資機材の提供 

保有施設(駐車場）の開放・協力 

可能なことは行う 
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 (8)消防ポンプ収納庫、貯水槽、プール等の設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品    目 在  庫  数 

アルファ化米 100食(1箱50食) 

お粥 100食(1箱50食) 

ビスケット 150食(1箱150食) 

水缶詰 1,800本(500㏄) 

毛布 300枚 

防水シート 120枚 

日用品セット 120セット 

簡易トイレ(本体) 4基 

簡易トイレ(消耗品) 4セット 

(９)【各災害時避難所の主な備蓄物資の品目と在庫数量】 

凡例：■可搬式ポンプ庫  

①～⑦貯水槽等 

南恩加島連合 
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① 事前の準備（各自） 

□ 家族の間で、家族が一緒でない時間帯に地震が発生した場合の避難場所を、 

   確認しておく。 

 □ ラジオを備えておく。 

□ 携帯電話やスマートフォンのメール機能等による、家族、親戚又は知人等との

連絡網※を整備しておく。 

□ 新型コロナ禍で災害が起きた場合に備え、別紙を基に「在宅避難（自宅で避

難）」・「分散避難（親戚・知人宅等への避難）」の検討や非常用持出品の用意を

しておく。 

※連絡網の例 

 家族、親戚又は知人等のメールアドレスのリストを予め作成しておき、災害時に一斉

にメールを送信できるようにしておく。 

 コミュニケーションアプリで家族、親戚又は知人等とメッセージのやり取りをするた

めのグループを予め作成しておき、災害時に一斉にメッセージを発信できるようにし

ておく。 

 

② 地震発生直後の安全の確保（各自） 

 □ 地震の揺れを感じたら、まず、丈夫なテーブルの下に隠れるなど、身の安全 

   を確保する。 

 □ 火を使用している場合は、揺れがおさまってから、速やかに火を止める。 

 □ 家族の安全を確認する。 

 □ 火災が発生すれば消火器等で初期消火を行う。 

□ ラジオなどで災害情報を確認し、地域の一時避難場所への避難を開始する。 

□ 避難する場合は､ガスの元栓を閉めるとともに、電気のブレーカーを落とす。 

 

 

 

①  小中高校の鍵の開錠（鍵の保管者） 

□ 鍵の保管者（本計画書P8）は、区域において震度5弱以上の地震が、休日又は平日

夜間に発生した場合には、速やかに南恩加島小学校の鍵を開錠し、避難者が一時避

難できるようにする。 

 

★個人の行動 

★地域本部、避難所本部及び町会本部の活動 

6.災害時の活動(直下型地震発生時の対応) 
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②  地域本部・避難所本部の立ち上げ（地域本部役員） 

□ 地域本部役員は、区域において震度5弱以上の地震が、休日又は平日夜間に発生し

たら、区からの情報がなくても、南恩加島小学校（2階図工室（津波時は3階））に

本部を立ち上げる。可能な場合は、区災害対策本部に連絡する。 

  （平日日中に、区域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、区災害

対策本部及び学校関係者と協議、確認の上、本部を立ち上げる。） 

□ 地域本部に本部長が不在の場合は、事前に定めた順番による本部長代理者に

より、地域本部総務班、避難所本部総務部、避難所本部管理部（避難者）、

避難所本部管理部（建物）、避難所本部救護部、避難所本部食糧・物資部の 

6班（災害時避難所1か所の場合は5班）を編成し、本部を立ち上げる。 

 

 

 

□ 地域本部役員は、建物内外の安全点検を行うとともに、災害時トイレを配備

する。 

 □ 地域本部役員は、本部内に地域の地図、防災マップ、役員名簿、避難行動 

   要支援者名簿などを配置する。また、メンバーで情報を共有するためホワイ 

   トボードや模造紙を準備する。 

 □ 地域本部役員は、協力して地区内の被害情報を収集し、被害状況に応じて、 

   活動内容の具体的指示（情報収集・伝達、安否確認、被災者の救出・救護等） 

   を出す。 

 

③ 情報収集及び伝達（地域本部・町会本部） 

 □ 地域本部（総務班）は、ラジオ、テレビ、防災行政無線等で地震情報等の収集 

   を行うとともに、デジタル無線機により、町会本部（情報班又は各町会長）と

連絡をとり、町会本部の状況を確認する。 

□ 南恩加島小学校災害対策本部が立ち上がっている場合、地域本部（総務班）は

区災害対策本部の指示を受け、南恩加島小学校より、下記の点について引継ぎ

を受け、避難所本部へ伝達する。 

 学校施設の被害状況（危険箇所を含む）…校舎配置図等へ被害状況を記載 

 避難者名簿<作成中のもの> 

 その他避難所運営上における留意事項 

 □ 町会本部（情報班又は町会長）は、各町会内の被害状況や住民の安否等の状

況調査を行い、デジタル無線機により、地域本部（総務班）に連絡する。 

 

 

※南恩加島小学校では、地域本部総務班が避難所本部総務部を兼ねる。 

避難所本部各部の編成は、本部長が参集者の中から選任して行う。 
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④ 安否確認（町会本部） 

□ 避難誘導班は、必要に応じ地域住民の安否確認を行う。 

  ＊ドア等に安否確認表示シートを貼りだすことにより、迅速に区別できるよう 

    にすることが効果的です。 

 

⑤ 消火活動（町会本部） 

 □ 消火班は、「可搬式ポンプ設置場所（P7参照）」にある可搬式ポンプのほか、 

   あらゆる消火器具等を活用し初期消火を行う。 

 □ 消火班は、出火場所を確認する。 

 □ 消火班は、消火活動人員の割り振りをする。 

  ＊火災の規模によっては消火器やバケツリレーでの消火も重要です。 

 

⑥ 救出・救護活動（町会本部） 

 □ 救出救護班は、二次災害に注意しながら、防災資機材を使用し、負傷者を救出 

   する。 

  ＊救出にはジャッキやバール、のこぎりなどが有効です。 

 □ 救出救護班は、救出活動人員の割り振りをする。 

 □ 救出救護班は、被災者が負傷している場合、止血等の応急手当を実施し、 

   119番通報する。 

⑦ 要援護者の避難支援（町会本部） 

 □ 避難誘導班は、事前に用意している要援護者名簿及び要援護者避難支援計画 

   に基づき、自宅の損傷により避難所等に避難する必要のある要援護者の避難 

   支援を行う。 

 □ 避難誘導班は、要援護者名簿及び要援護者避難支援計画がない場合には、民 

   生・児童委員等と協力して要支援者の避難支援を行う。 

  

⑧ 区役所等への連絡（地域本部） 

 □ 総務班は、被害情報、活動情報等を区役所等に連絡する。 

 □ 総務班は、避難所運営で必要な事項を区役所等へ伝える。 

 

⑨ 災害時避難所の立ち上げ（避難所本部） 

 □ 管理部（避難者）は、自宅で生活できない避難者数に応じ、区役所職員や学 

   校関係者と協力し、南恩加島小学校に災害時避難所を立ち上げる。 
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□ 管理部（建物）は、別紙 1：レイアウト図（案）を参考に、学校内に、居住区 

域、更衣室、物干し場、炊き出し・食事配給場所、物資保管場所、情報コー 

ナー、特設公衆電話コーナー、療養スペース等を設置するとともに、断水の場合に

は災害時用トイレを配備する。 

□ 救護部は、救護コーナー、福祉避難室を設置するとともに、各室内に受付コー 

ナーと、備蓄倉庫にあるエアマット、毛布を配備する。 

□ 食糧・物資部は、炊き出し、給食給水、救援物資の確保、配分を行う。 

（各コーナー設営には、備蓄倉庫にある「避難所開設キット」を利用する。） 

□ 総務部は、避難者の受入れが落ち着いた後、避難者の協力を得て、災害時避難所 

の運営にあたる「避難所運営委員会」を立ち上げる。（※ 同委員会立ち上げ後 

の災害時避難所の運営は、同委員会による自主運営に委ねる。） 

※避難所の立上げについては、上記のほか、「災害時避難所開設マニュアル」

（P.5 以降）をご覧ください。 
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区分  
地域の一時避難場所 

(安否確認を実施) 
確認者 

第 1 町会 ⇒ ディオ・フェルティ大正 町会長 

第 2 町会 ⇒ ディオ・フェルティ大正 〃 

第 3 町会 ⇒ 
ディオ・フェルティ大正 

中山製鋼所社宅 
〃 

第 4 町会 ⇒ 
ディオ・フェルティ大正 

中山製鋼所社宅 
〃 

第 5 町会 ⇒ 中山製鋼所大運橋社宅 〃 

第 6 町会 ⇒ 南恩加島小学校 〃 

第 7 町会 ⇒ 南恩加島小学校 〃 

第 8 町会 ⇒ 
松栄ハイツ・MM ハイツ 

ファミリーマート南恩加島店 
〃 

第 9 町会 ⇒ イロンデル浅井 〃 

第 10 町会 ⇒ スローライフおかじま 〃 

第 11 町会 ⇒ スローライフおかじま 〃 

第 12 町会 ⇒ 大正西中学校 〃 

第 13 町会 ⇒ 大正西中学校 〃 

第 14 町会 ⇒ 大正西中学校 〃 

第 15 町会 ⇒ 大正西中学校 〃 

第 16 町会 ⇒ 大正西中学校 〃 

災害時避難所 

（自宅に留まれ

ない方のための

施設） 

南恩加島小学校 

1階～3階 

⑩ 直下型地震（津波なし）で自宅に留まれない人の避難行動】 

 町会本部 

避難誘導班が誘導 

自宅 
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⑪ 施設の安全点検【地域本部役員】 

  ※集まった人で手分けをし、建物の安全点検を行った上で、避難者を受け入れる。 
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⑫ 避難者の受入れ、情報伝達【避難所本部管理部（避難者）】 

   ・建物の安全点検を行った後、避難者を受付し、避難者数を確認する。 
     避難者名簿は、避難者受入れ後、落ち着いてから作成する。 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

□ 落ち着いてから、世帯ごとに、避難者名簿を記入、提出してもらい、名簿づくり 

  を進める。 

 

□ 避難所入退所者届により、随時、避難者数を把握します。 

 
 

・MCA 無線を利用し、 

区役所に、男女別の避難者数

を報告します。 

【大正区災害対策本部： 

 グループ通信「大正区３」】 

・MCA 無線を利用し、 

区役所に、男女別の避難者数と

必要物品を報告します。 

【大正区災害対策本部： 

 グループ通信「大正区３」】 

 

 

 

 

□ 避難してきた地域住民は、町会単位でまとまってもらい、避難者受付簿を 

使用し、町会毎に避難人数を把握する。 

他地域からの避難者等はそれぞれ別に受付する。 
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(1)災害時要援護者とは 

  大地震や風水害などの災害が発生した場合に、自分や家族の力だけでは安全な 

 場所への避難ができなかったり、避難所での生活において、まわりの人の手助け 

 や特別な配慮が必要な方たちのこと。高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児、外国 

 人など。 

 

(2)日ごろからの取組み 

 ① 地域での日ごろからの見守り活動を基盤とし、災害時に「要援護者名簿」

（※）の情報等を活用して、どのように安否確認や避難支援を行うか、事前に  

要援護者の方と話し合っておきます。 

 ② 災害時に、迅速かつ確実に支援が行えるよう「個別支援プラン」を作成して 

  おきます。（避難所での支援にも活用します。） 

③ 日ごろから、地域での安否確認訓練や搬送訓練などを実施します。 

※要援護者名簿は、大正区役所、大正消防署に保管されています。 

  

7.災害時要援護者の支援 
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8.災害時避難所レイアウト案（南恩加島小学校） 
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① 事前の準備（各自） 

□ 家族の間で、家族が一緒でない時間帯に地震が発生した場合の避難場所を、確

認しておく。 

□ ラジオを備えておく。 

□ 携帯電話やスマートフォンのメール機能等による、家族、親戚又は知人等との

連絡網※を整備しておく。 

□ 新型コロナ禍で災害が起きた場合に備え、別紙を基に「在宅避難（自宅で避

難）」・「分散避難（親戚・知人宅等への避難）」の検討や非常用持出品の用意を

しておく。 

※連絡網の例 

 家族、親戚又は知人等のメールアドレスのリストを予め作成しておき、災害時に一斉

にメールを送信できるようにしておく。 

 コミュニケーションアプリで家族、親戚又は知人等とメッセージのやり取りをするた

めのグループを予め作成しておき、災害時に一斉にメッセージを発信できるようにし

ておく。 

 

 

 

【災害発生前】 

①  小中高校の鍵の開錠（鍵の保管者） 

□ 鍵の保管者（本計画書P8）は、市が休日又は平日夜間に警戒レベル3・高齢者等 

避難、警戒レベル4・全員避難を発令した場合には、速やかに南恩加島小学校の鍵

を開錠し、避難者が一時避難できるようにする。 

□ 自主避難について 

警戒レベル３・警戒レベル４が発令されていない場合でも、暴風警報発令時に、

自宅に滞在することに不安を感じる方々のために、地域住民の要望に応じて 

南恩加島会館（南恩加島老人憩の家）等を開設し、自主避難できるようにする。 

※新型コロナウイルス感染症に対する措置が十分に講じられる（ワクチンの開

発・流通等）までの間は感染拡大防止のため、開設は行わない。 

 

 

★地域本部、避難所本部及び町会本部の活動 

9.災害時の活動(風水害（高潮など）発生時の対応) 
 

★個人の行動 
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②  本部の立ち上げ（地域本部役員） 

□ 地域本部役員は、市が休日又は平日夜間に警戒レベル3・高齢者等避難、警戒レベ

ル4・全員避難を発令した場合には、区災害対策本部及び学校関係者と協議、確認

の上、南恩加島小学校（2階図工室（津波時は3階））に本部を立ち上げる。 

□ 地域本部に本部長が不在の場合は、事前に定めた順番による本部長代理者に

より、地域本部総務班、避難所本部総務部、避難所本部管理部（避難者）、

避難所本部管理部（建物）、避難所本部救護部、避難所本部食糧・物資部の6

班（災害時避難所が1か所の場合は5班）を編成し、本部を立ち上げる。 

 

 

 

 □ 地域本部役員は、本部内に地域の地図、防災マップ、役員名簿、要援護者名

簿などを配置する。また、メンバーで情報を共有するためホワイトボードや

模造紙を準備する。 

 

③ 情報収集及び伝達（地域本部・町会本部） 

 □ 地域本部（総務班）は、ラジオ、テレビ、防災行政無線等で高潮警報等 

   気象情報の収集を行うとともに、有線電話、携帯電話、トランシーバー、 

   伝令等により、町会本部（情報班又は各町会長）に伝達する。 

 □ 町会本部（避難誘導班）は、市本部が避難勧告又は避難指示を行った   

   後速やかに、地域住民に対し、津波避難ビルへの避難をよびかける。 

 □ 町会本部（情報班又は町会長）は、各町会内の被害状況や住民の安否等 

   の状況調査を行い、有線電話、携帯電話、トランシーバー、伝令等により、 

   地域本部（総務班）に連絡する。 

  

④ 組織内の連絡体制の確保（地域本部・町会本部） 

□ 地域本部及び町会本部の役員は、情報伝達の手段や順番（誰が誰にどのよう

に伝えるのか）をあらかじめ整理しておく。 

 

⑤ 要援護者の避難支援（町会本部） 

 □ 避難誘導班は、事前に用意している要援護者名簿及び要援護者避難支援計画

に基づき、自宅の損傷により避難所等に避難する必要のある要援護者の避難支

援を行う。 

 □ 避難誘導班は、要援護者名簿及び要援護者避難支援計画がない場合には、民

生・児童委員等と協力して要援護者の避難支援を行う。 

 

※南恩加島小学校では、地域本部総務班が避難所本部総務部を兼ねる。 

避難所本部各部の編成は、本部長が参集者の中から選任して行う。 
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  ＊ドア等に安否確認表示シートを貼りだすことにより、避難支援の有無を迅速

に区別できるようにすることが効果的です。 

 

⑥ 資機材の確保（地域本部及び町会本部） 

 □ 地域本部及び町会本部の役員は、災害発生に備え、防災資機材の確保や非常

食等の確認を行う。 

  

【災害発生後】 

① 本部による指揮（地域本部） 

 □ 地域本部役員は、協力して地区内の被害情報を収集し、被害状況に応じて、

活動内容の具体的指示（情報収集・伝達、安否確認、被災者の救出・救護等）

を出す。 

 

② 情報収集及び伝達（地域本部及び町会本部） 

 □ 地域本部（総務班）は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等で高潮情報等、気 

   象情報の収集を行うともに、有線電話、携帯電話、トランシーバー、伝連等 

   により、町会本部（情報班又は各会長）と連絡をとり、町会本部の状況を確

認する。 

□ 南恩加島小学校災害対策本部が立ち上がっている場合、地域本部（総務班）は

区災害対策本部の指示を受け、南恩加島小学校より、下記の点について引継ぎ

を受けるとともに高潮警戒解除による避難所開設後、速やかに避難所本部へ伝

達する。 

 学校施設の被害状況（危険箇所を含む）…校舎配置図等へ被害状況を記載 

 避難者名簿<作成中のもの> 

 その他避難所運営上における留意事項 

 □ 町会本部（情報班又は各町会長）は、各町会内の被害状況や住民の安否等の

状況調査を行い、有線電話、携帯電話、トランシーバー、伝連等により地域本

部（総務班）に連絡する。  

 

③ 安否確認（町会本部） 

 □ 避難誘導班は、必要に応じ地域住民の安否確認を行う。 

  ＊ドア等に安否確認表示シートを貼りだすことにより、迅速に区別できる 

   ようにすることが効果的です。 
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④ 救出・救護活動（町会本部） 

 □ 救出救護班は、二次災害に注意しながら、各町会単位で防災資機材を使用 

   し、被災者を救出する。 

 □ 救出救護班は、被災者が負傷している場合は、止血等の応急手当を実施し、 

   119番通報する。 

 

⑤ 要援護者の避難支援（町会本部） 

 □ 避難誘導班は、事前に用意している要援護者名簿及び要援護者避難支援計画 

   に基づき、自宅の損傷の状況等により、避難所等に避難する必要のある災害 

   時の要援護者の避難支援を行う。 

 □ 避難誘導班は、要援護者名簿及び要援護者避難支援計画がない場合には、民 

   生委員・児童委員等と協力して要援護者の避難支援を行う。 

 

⑥ 区役所等への連絡（地域本部） 

 □ 総務班は、被害情報、活動情報等を区役所等に連絡する。 

 □ 総務班は、避難所運営で必要な事項を区役所等へ伝える。 

 

⑦ 災害時避難所の立ち上げ（避難所本部） 

 □ 管理部（避難者）は、自宅で生活できない避難者数に応じ、区役所職員や学

校関係者と協力し、南恩加島小学校に災害時避難所を立ち上げる。 

□ 管理部（建物）は、別紙 1：レイアウト図（案）を参考に、南恩加島小学校内に、 

居住区域、更衣室、物干し場、炊き出し・食事配給場所、物資保管場所、情報コー

ナー、特設公衆電話コーナー、療養スペース等を設置するとともに、断水の場合に

は災害時用トイレを配備します。 

□ 救護部は、救護コーナー、福祉避難室を設置するとともに、各室内に受付コーナー

と、備蓄倉庫にあるエアマット、毛布を配備します。 

□ 食糧・物資部は、炊き出し、給食給水、救援物資の確保、配分を行う。 

（各コーナー設営には、備蓄倉庫にある「避難所開設キット」を利用してください。） 

□ 総務部は、避難者の受入れが落ち着いた後、避難者の協力を得て、災害時避難所 

の運営にあたる「避難所運営委員会」を立ち上げます。（※ 同委員会立ち上げ 

後の災害時避難所の運営は、同委員会による自主運営に委ねます。） 

 

⑧ 風水害（高潮など）発生時の避難行動 

□ 風水害（高潮など）発生時の避難行動は、津波来襲時の避難行動（本計画書

P23）のとおりとする。※避難所の立上げについては、上記のほか、「災害時

避難所開設マニュアル」（P.5以降）をご覧ください。 
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10. 津波を伴う地震発生時の対応 

 
 

① 事前の準備（各自） 

□ 家族の間で、家族が一緒でない時間帯に津波が発生した場合の避難場所を、

確認しておく。 

□ ラジオを備えておく。 

□ 携帯電話やスマートフォンのメール機能等による、家族、親戚又は知人等との

連絡網※を整備しておく。 

□ 新型コロナ禍で災害が起きた場合に備え、別紙を基に「在宅避難（自宅で避

難）」・「分散避難（親戚・知人宅等への避難）」の検討や非常用持出品の用意を

しておく。 

※連絡網の例 

 家族、親戚又は知人等のメールアドレスのリストを予め作成しておき、災害時に一斉

にメールを送信できるようにしておく。 

 コミュニケーションアプリで家族、親戚又は知人等とメッセージのやり取りをするた

めのグループを予め作成しておき、災害時に一斉にメッセージを発信できるようにし

ておく。 

 

② 地震発生直後の安全の確保（各自） 

□ 地震の揺れを感じたら、まず、丈夫なテーブルの下に隠れるなど、身の安全

を確保する。 

□ 火を使用している場合は、揺れがおさまった後速やかに火を止める。 

□ 家族の安全を確認する。 

□ 火災が発生すれば消火器等で初期消火を行う。 

□ 防災行政無線やラジオなどで情報収集し、津波避難ビルなど安全な場所への

避難を開始する。 

□ 避難する場合は､ガスの元栓を閉めるとともに、電気のブレーカーを落とす。 

 

 

 

 

 

 

★個人の行動 
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① 小中高校の鍵の開錠（鍵の保管者） 

□ 鍵の保管者（本計画書 P．8）は、震度 5 弱以上の地震が、休日又は平日夜

間に発生した場合には、速やかに南恩加島小学校の鍵を開錠し、避難者が一

時避難できるようにする。 

② 本部の立ち上げ（地域本部役員） 

□ 地域本部役員は、休日又は平日夜間に震度5弱以上の地震が発生したら、市か

らの情報がなくても、南恩加島小学校（２階図工室（津波時は上階））に本部

を立ち上げる。可能な場合は、区災害対策本部に連絡する。 

（平日日中に、震度5弱以上の地震が発生した場合には、区災害対策本部及び

学校関係者と協議、確認の上、本部を立ち上げる。） 

□ 地域本部に本部長が不在の場合は、事前に定めた順番による本部長代理者によ

り、地域本部総務班、避難所本部総務部、避難所本部管理部（避難者）、避難

所本部管理部（建物）、避難所本部救護部、避難所本部食糧・物資部の6班

（災害時避難所が1か所の場合は5班）を編成し、本部を立ち上げる。 

 

 

 

 

 

□ 地域本部役員は、建物内外の安全点検を行った後、避難者の受入れを行

う。 

□ 地域本部役員は、本部内に地域の地図、防災マップ、役員名簿、要援護者

名簿などを配置する。また、メンバーで情報を共有するためホワイトボー

ドや模造紙を準備する。 

□ 地域本部役員は、協力して地区内の被害情報を収集し、被害状況に応じ、活

動内容の具体的指示（情報収集・伝達、安否確認、被災者の救出・救護等）

を出す。 

  

③ 情報収集及び伝達（地域本部・地域本部） 

□ 地域本部（総務班）は、ラジオ、テレビ、防災行政無線等で津波警報、大

津波警報等の収集を行うとともに、有線電話、携帯電話、トランシーバ

ー、伝令等により、地域本部（情報班又は各副町会長）と連絡をとり、地

域本部の状況を確認する。 

 

★地域本部、避難所本部及び地域本部の活動 

※南恩加島小学校では、地域本部総務班が避難所本部総務部を兼ねる。 

避難所本部各部の編成は、本部長が参集者の中から選任して行う。 
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□ 南恩加島小学校災害対策本部が立ち上がっている場合、地域本部（総務

班）は区災害対策本部の指示を受け、南恩加島小学校より、下記の点につ

いて引継ぎを受けるとともに津波警戒解除による避難所開設後、速やかに

避難所本部へ伝達する。 

① 学校施設の被害状況（危険箇所を含む）…校舎配置図等へ被害状況を記載  

② その他、地域本部・避難所運営上における留意事項 

 

□ 地域本部（避難誘導班）は、津波警報、大津波警報の発令後、速やかに、

近隣の津波避難ビル（本計画書P.29を参照）に向かい、津波避難ビルの前

で、ビル3階以上への避難誘導や、交通整理等を行う。 

（地震発生後、（90）分を制限時間とする。） 

□ 地域本部（総務班）は、ラジオ、テレビ、防災行政無線等で地震情報等の

収集を行うとともに、有線電話、携帯電話、トランシーバー、伝令等によ

り、地域本部（情報班又は各副町会長）と連絡をとり、地域本部の状況を

確認する。 

 

④ 安否確認（地域本部） 

□ 避難誘導班は、必要に応じ安否確認を行う。 

（地震発生後、（90）分を確認活動の制限時間とする。） 

＊ドア等に安否確認表示シートを貼りだすことにより、迅速に区別できる

ようにすることが効果的です。 

 

⑤ 消火活動（地域本部） 

□ 消火班は、水バケツ、消火器で消火できる範囲（火災が天井まで）であれ

ば消火を試みる。（それ以上の規模の場合は、津波の危険性をかんがみ避

難する。） 

 

⑥ 救出・救護活動（地域本部） 

□ 救出救護班は、二次災害に注意しながら、防災資機材を使用し、負傷者を

救出する。（地震発生後、（90）分を確認活動の制限時間とする。） 

＊救出にはジャッキやバール、のこぎりなどが有効です。 

□ 救出救護班は、救出活動人員の割り振りをする。 

□ 救出救護班は、被災者が負傷している場合、止血等の応急手当を実施し、  

119番通報する。 
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⑦ 要援護者の避難支援（地域本部） 

□ 避難誘導班は、事前に用意している要援護者名簿及び要援護者避難支援計

画に基づき、自宅の損傷により避難所等に避難する必要のある要援護者の

避難支援を行う。 

□ 避難誘導班は、要援護者名簿及び要援護者避難支援計画がない場合には、

民生・児童委員等と協力して要援護者の避難支援を行う。 

□ 避難誘導班は、避難支援の制限時間（地震発生後90分）経過後、自らが避

難する際には、「津波が来るから逃げろ！」等の呼びかけを行い、率先し

て避難する。   

 

⑧ 区役所等への連絡（地域本部） 

□ 総務班は、被害情報、活動情報等を区役所等に連絡する。 

□ 総務班は、避難所運営で必要な事項を区役所等へ伝える。 

 

⑨ 災害時避難所の立ち上げ（避難所本部） 

□ 管理部（避難者）は、自宅で生活できない避難者数に応じ、区役所職員や

学校関係者と協力し、南恩加島小学校に災害時避難所を立ち上げる。 

□ 管理部（建物）は、別紙1：レイアウト図（案）を参考に、学校内に、居住

区域、更衣室、物干し場、炊き出し・食事配給場所、物資保管場所、情報

コーナー、特設公衆電話コーナー、療養スペース等を設置するとともに、

断水の場合には災害時用トイレを配備します。 

□ 救護部は、救護コーナー、福祉避難室を設置するとともに、各室内に受付

コーナーと、備蓄倉庫にあるエアマット、毛布を配備します。 

□ 食糧・物資部は、炊き出し、給食給水、救援物資の確保、配分を行う。 

（各コーナー設営には、備蓄倉庫にある「避難所開設キット」を利用して

ください。） 

□ 総務部は、避難者の受入れが落ち着いた後、避難者の協力を得て、災害時

避難の運営にあたる「避難所運営委員会」を立ち上げます。（立上げ後の

災害時避難所の運営は、同委員会による自主運営に委ねます。） 

※避難所の立上げについては、上記のほか、「災害時避難所開設マニュア

ル」（P.5以降）をご覧ください。 
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⑩ 津波来襲時の避難行動の流れ 

 

 

 

 

区分  
町会内の 

津波避難ビル 

町会付近の 

津波避難ビル 

安否確認 

実施者 

第1町会 ➡ ディオ・フェルティ大正 

大正区防災マップ 

（p.29） 

に記載されている 

津波避難ビル 

町会長 

第2町会 ➡ ディオ・フェルティ大正 〃 

第3町会 ➡ 

ディオ・フェルティ大正 

・中山製鋼所社宅 
〃 

第４町会 ➡ 

ディオ・フェルティ大正 

・中山製鋼所社宅 
〃 

第5町会 ➡ 中山製鋼所社宅 〃 

第6町会 ➡ 南恩加島小学校 〃 

第7町会 ➡ 南恩加島小学校 〃 

第8町会 ➡ 

Ｍ・Ｍハイツ 

・松栄ハイツ 
〃 

第9町会 ➡ イロンデル浅井 〃 

第１0町会 ➡ スローライフおかじま 〃 

第１1町会 ➡ おかじま病院 〃 

第１2町会 ➡ 大正西中学校 〃 

第１3町会 ➡ 大正西中学校 〃 

 

自宅 

災害時避難所 

(自宅に留まれ

ない方の施設) 

南恩加島 

小学校 

1階～3階 

 

町会内の津波避難ビルの前で地域本部 避難誘導班が誘導 

 

または 
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⑩ 津波来襲時の避難行動の流れ（続き） 

 

 

 

 

区分  
町会内の 

津波避難ビル 

町会付近の 

津波避難ビル 

安否確認 

実施者 

第1４町会 ➡ 大正西中学校 

大正区防災マップ 

（p.29） 

に記載されている 

津波避難ビル 

町会長 

第1５町会 ➡ 大正西中学校 〃 

第1６町会 ➡ ディオ・フェルティ大正 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 施設の安全点検【避難所管理部（建物）】 

 

⑫ 避難者の受入れ、情報伝達【避難所本部管理部（避難者）】 

※集まった人で手分けをし、南恩加島小学校建物の安全点検を行った上で、避

難者を受け入れて下さい。（使用する帳票は、本計画書P．15を参照のこと。） 

 

 

 

災害時避難所 

(自宅に留まれ

ない方の施設) 

南恩加島 

小学校 

1階～3階 

 

自宅 

町会内の津波避難ビルの前で地域本部 避難誘導班が誘導 

 

または 
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⑬ 大正区防災マップ 
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●地域防災訓練 

 

 ●避難所開設運営訓練 

 

 

 

 

 

●地域防災訓練 

実施時期：9月頃 

実施場所：大阪市立大正西中学校 

訓練内容：・起震車・煙中体験・初期消火訓練・救護搬送訓練・救命訓練 

・段ボールベッド展示・炊き出し訓練 

 

 ●避難所開設運営訓練 

実施時期：11月頃 

実施場所：大阪市立南恩加島小学校 

訓練内容：・避難所本部設置訓練・避難所開設訓練 

11.地域の防災訓練 

11.地域の防災訓練 


